長崎市スポーツ少年団指導者表彰規程
（趣旨）

第１条　この規程は、本市スポーツ少年団の発展に功績のあった指導者を表彰することによって、指導者の資質を高める。

（種別）

第２条　表彰の種別は、体育功労表彰とする。

（選考の基準）

第３条　次の各号のいずれかに該当し、かつ過去において本表彰を受賞したことのない者の中から、次条の推薦を受けた者とする。

⑴　３年以上本市スポーツ少年団指導者協議会会長、副会長及び部長の職にあった者

⑵　本市のスポーツ少年団の登録指導者として５年以上籍を有し、かつ指導的立場にある者又は積極的に団の活動に関わっている者

⑶　前２号に定めるもののほか、指導者協議会会長が特に必要と認める者
（推薦の方法）

第４条　前条第２号に該当する者があるときは、登録団体の代表指導者及び母集団代表者は、指導者協議会専門部長と協議のうえ、スポーツ少年団指導者表彰候補者推薦書（第１号様式）を作成し、会長に提出する。

（選考の方法）

第５条　前条により推薦された者の選考は、指導者協議会役員会において選考し、本部委員会で決定する。

（表彰の時期）

第６条　表彰は、毎年度の指導者協議会総会で行う。ただし、事情によっては臨時に行うことができる。

（表彰の方法）

第７条　表彰は、表彰状を授与し、記念品の贈呈をもって行う。

附　則
この規程は、平成２年４月１日から施行する。

　　　附　則

この規程は、平成６年４月１日から施行する。

附　則

この規程は、平成８年４月１日から施行する。

附　則

この規程は、平成14年４月１日から施行する。

附　則

この規程は、平成17年４月１日から施行する。
　　　附　則

この規程は、平成23年４月１日から施行する。
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